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       地域別最低賃金の改定について（お願い） 

 
貴監理団体におかれましては、外国人技能実習機構の業務にご理解とご協力を賜

わり、厚く御礼申し上げます。 

さて、都道府県別に定められている地域別最低賃金については、各地方最低賃金

審議会において審議が行われた結果、40県で１円から３円引き上げられ、10 月１日

から10月９日までの間に順次発効される旨公示されています。 

改定された最低賃金額及びその発効年月日は別紙のとおりとなっていますのでご

確認をお願いします。 

改定された県においては、発効日以後は、実習実施場所がある地域の改定された最

低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。そのことについて、傘下実習実施者に

対して、適用される最低賃金額とともに確実に周知していただきますようお願いし

ます。 

また、貴団体においても、技能実習計画の作成指導の際には、改定された最低賃

金額を踏まえていただくとともに、各改定日以後の最初の監査においては、最低賃

金以上の賃金が支払われているか必ずご確認いただき、機構にご提出いただく監査

報告書にその確認状況を、また、違反があった場合は指導状況等についても記載し

ていただきますようお願いします。 

今後、順次特定最低賃金の改定も行われる可能性がありますが、各地域で適用の

ある業種の実習実施者については確認をお願いします。 

なお、参考として別添ファイル「令和２年度地域別最低賃金改定状況（日本地図

形式）」を添付します。地図上に都道府県別の引上げ額を色別で表示したほか、厚

生労働省及び各都道府県労働局ホームページへのリンクを貼っていますので併せて

ご確認願います。 

 



令和 2年度地域別最低賃金改定状況 

都道府県名    改定額【円】(※１) 引上げ額【円】 発効年月日 

北海道 861 （ 861 ） - （※２） - （※２）

青 森 793 （ 790 ） 3 2020 年 10 月 3 日 

岩 手 793 （ 790 ） 3 2020 年 10 月 3 日 

宮 城 825 （ 824 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

秋 田 792 （ 790 ） 2 2020 年 10 月 1 日 

山 形 793 （ 790 ） 3 2020 年 10 月 3 日 

福 島 800 （ 798 ） 2 2020 年 10 月 2 日 

茨 城 851 （ 849 ） 2 2020 年 10 月 1 日 

栃 木 854 （ 853 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

群 馬 837 （ 835 ） 2 2020 年 10 月 3 日 

埼 玉 928 （ 926 ） 2 2020 年 10 月 1 日 

千 葉 925 （ 923 ） 2 2020 年 10 月 1 日 

東 京 1,013 （ 1013 ） - - 

神奈川 1,012 （ 1011 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

新 潟 831 （ 830 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

富 山 849 （ 848 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

石 川 833 （ 832 ） 1 2020 年 10 月 7 日 

福 井 830 （ 829 ） 1 2020 年 10 月 2 日 

山 梨 838 （ 837 ） 1 2020 年 10 月 9 日 

長 野 849 （ 848 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

岐 阜 852 （ 851 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

静 岡 885 （ 885 ） - - 

愛 知 927 （ 926 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

三 重 874 （ 873 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

滋 賀 868 （ 866 ） 2 2020 年 10 月 1 日 



京 都 909 （ 909 ） - - 

大 阪 964 （ 964 ） - - 

兵 庫 900 （ 899 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

奈 良 838 （ 837 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

和歌山 831 （ 830 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

鳥 取 792 （ 790 ） 2 2020 年 10 月 2 日 

島 根 792 （ 790 ） 2 2020 年 10 月 1 日 

岡 山 834 （ 833 ） 1   

広 島 871 （ 871 ） - - 

山 口 829 （ 829 ） - - 

徳 島 796 （ 793 ） 3   

香 川 820 （ 818 ） 2 2020 年 10 月 1 日 

愛 媛 793 （ 790 ） 3 2020 年 10 月 3 日 

高 知 792 （ 790 ） 2 2020 年 10 月 3 日 

福 岡 842 （ 841 ） 1 2020 年 10 月 1 日 

佐 賀 792 （ 790 ） 2 2020 年 10 月 2 日 

長 崎 793 （ 790 ） 3 2020 年 10 月 3 日 

熊 本 793 （ 790 ） 3 2020 年 10 月 1 日 

大 分 792 （ 790 ） 2 2020 年 10 月 1 日 

宮 崎 793 （ 790 ） 3 2020 年 10 月 3 日 

鹿児島 793 （ 790 ） 3 2020 年 10 月 3 日 

沖 縄 792 （ 790 ） 2 2020 年 10 月 3 日 

全国加重平均 902 （ 901 ) 1 - 

※１ 括弧内の数字は、改訂前の地域別最低賃金額

※２ 改正決定が行われなかったもの。

2020 年 10 月 3 日

2020 年 10 月4 日
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